
政
令
第

号

踏
切
道
改
良
促
進
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
踏
切
道
改
良
促
進
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第

号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
踏

切
道
改
良
促
進
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
七
条
第
三
項
並
び
に
第
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
道
路
法

（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
八
十
八
条
第
一
項
及
び
第
九
十
七
条
の
二
、
道
路
整
備
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
一

年
法
律
第
七
号
）
第
五
十
四
条
第
一
項
、
高
速
自
動
車
国
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
二
十
五
条
第
二
項
、

道
路
整
備
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
二
条
、
日
本
道
路

公
団
等
民
営
化
関
係
法
施
行
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
号
）
第
二
十
六
条
第
二
項
並
び
に
国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十

三
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
七
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
踏
切
道
改
良
促
進
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

踏
切
道
改
良
促
進
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
三
百
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
密
接
関
連
道
路
管
理
者
の
権
限
の
代
行
）



第
一
条

踏
切
道
改
良
促
進
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
道
路
管
理
者
（

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
踏
切
道
道
路
管
理
者
」
と
い
う
。
）
が
特
定
道
路
改
良
に
係
る
踏
切
道
密
接
関
連
道
路
の
道
路

管
理
者
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
密
接
関
連
道
路
管
理
者
」
と
い
う
。
）
に
代
わ
つ
て
行
う
権
限
（
第
四

項
に
お
い
て
「
踏
切
道
道
路
管
理
者
が
代
行
す
る
権
限
」
と
い
う
。
）
は
、
道
路
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
四

百
七
十
九
号
）
第
四
条
第
一
項
第
四
号
、
第
二
十
号
、
第
二
十
一
号
（
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第

四
十
六
条
第
一
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
通
行
の
禁
止
又
は
制
限
に
係
る
部
分
に
限
る
。
第

三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
第
三
十
五
号
、
第
三
十
六
号
、
第
三
十
八
号
、
第
三
十
九
号
及
び
第
四
十
四
号
（
道
路
法
第

九
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取
又
は
通
知
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
、
踏
切

道
道
路
管
理
者
が
密
接
関
連
道
路
管
理
者
と
協
議
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

２

踏
切
道
道
路
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
が
成
立
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
内
容
を
公
示
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

３

踏
切
道
道
路
管
理
者
は
、
法
第
七
条
第
三
項
及
び
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
密
接
関
連
道
路
管
理
者
に
代
わ
つ
て
道
路
法

施
行
令
第
四
条
第
一
項
第
二
十
号
又
は
第
二
十
一
号
に
掲
げ
る
権
限
を
行
つ
た
場
合
に
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
密
接



関
連
道
路
管
理
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

踏
切
道
道
路
管
理
者
が
代
行
す
る
権
限
は
、
法
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
さ
れ
た
特
定
道
路
改
良
の
開
始

の
日
か
ら
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
さ
れ
た
当
該
特
定
道
路
改
良
の
完
了
の
日
ま
で
の
間
に
限
り
行
う
こ
と
が
で
き
る

も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
道
路
法
施
行
令
第
四
条
第
一
項
第
三
十
八
号
及
び
第
三
十
九
号
に
掲
げ
る
権
限
に
つ
い
て
は
、

当
該
完
了
の
日
後
に
お
い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
条
中
「
第
十
条
第
一
項
」
を
「
第
十
九
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
イ
中
「
保
安
設
備
の
整
備
に
よ
る
指
定

踏
切
道
の
改
良
の
工
事
が
完
了
し
た
年
（
保
安
設
備
の
整
備
に
よ
る
指
定
踏
切
道
の
改
良
の
」
を
「
指
定
踏
切
道
の
改
良
又

は
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
指
定
踏
切
道
の
適
確
な
管
理
の
た
め
に
行
う
保
安
設
備
の
整
備
（
以
下
こ
の
条
か
ら
第

四
条
ま
で
に
お
い
て
「
保
安
設
備
の
整
備
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
年
（
保
安
設
備
の
整
備
に
関
す
る
」

に
改
め
る
。

第
三
条
中
「
第
十
条
第
二
項
」
を
「
第
十
九
条
第
二
項
」
に
改
め
、
「
に
よ
る
改
良
」
を
削
る
。

第
四
条
中
「
第
十
条
第
一
項
」
を
「
第
十
九
条
第
一
項
」
に
改
め
、
「
に
よ
る
指
定
踏
切
道
の
改
良
」
を
削
る
。

第
五
条
中
「
第
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。



第
六
条
中
「
第
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
法
第
四
条
第
一
項
（
同
条
第
十

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
」
、
「
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ

れ
た
」
及
び
「
（
当
該
国
踏
切
道
改
良
計
画
の
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
）
」
を
削
る
。

第
七
条
中
「
第
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
八
条
中
「
第
十
条
第
一
項
」
を
「
第
十
九
条
第
一
項
」
に
、
「
第
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
条
第
一
項
」
に
改
め

る
。

（
道
路
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

道
路
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
四
百
七
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
四
条
の
二
の
三
第
一
項
第
三
号
中
ロ
を
ハ
と
し
、
イ
を
ロ
と
し
、
同
号
に
イ
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

イ

踏
切
道
改
良
促
進
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
一
条
第
一
項
（
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
踏
切
道
の
改
良
の
た
め
に
必
要
な
道
路
の
高

架
移
設
（
鉄
道
（
新
設
軌
道
を
含
む
。
）
と
交
差
し
て
い
る
道
路
を
高
架
式
構
造
と
す
る
こ
と
に
よ
り
当
該
交
差
の

方
式
を
立
体
交
差
と
す
る
こ
と
を
い
う
。
）
、
車
道
又
は
歩
道
の
拡
幅
そ
の
他
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
改
築



第
四
十
一
条
第
二
項
た
だ
し
書
中
「
及
び
同
条
第
五
項
本
文
」
を
「
、
同
条
第
五
項
本
文
及
び
法
第
三
十
一
条
の
二
第
四

項
本
文
」
に
改
め
、
「
決
定
」
の
下
に
「
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
」
を
加
え
、
同
項
第
一
号
中
「
第
二
十
条
第

四
項
」
を
「
第
二
十
条
第
四
項
前
段
の
規
定
」
に
改
め
、
同
項
中
第
十
五
号
を
第
十
六
号
と
し
、
第
十
四
号
の
次
に
次
の
一

号
を
加
え
る
。

十
五

第
三
十
五
条
の
七
の
規
定
に
よ
り
道
路
管
理
者
の
許
可
を
要
し
な
い
車
両
を
定
め
る
こ
と
。

（
道
路
整
備
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

道
路
整
備
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
十
七
条
第
二
項
た
だ
し
書
」
を
「
第
十
七
条
第
六
項
た
だ
し
書
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
第
一
項
の
表
第
二
十
条
第
三
項
の
項
中
「
本
条
」
を
「
こ
の
条
」
に
改
め
、
同
表
第
二
十
条
第
四
項
及
び
第
五

項
、
第
三
十
一
条
第
三
項
の
項
を
削
り
、
同
表
第
二
十
条
第
四
項
の
項
中
欄
中
「
、
「
関
係
都
道
府
県
知
事
は
、
」
と
あ
る

の
は
「
」
を
「
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
」
に
、
「
」
と
、
「
当
該
都
道
府
県
の
議
会
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
」
と
あ
る
の
は
「
」
を
「
意
見
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
」
に
改
め
、
「
。
」
と
読
み
替
え
る
」
を
削
り

、
同
項
下
欄
中
「
読
み
替
え
る
」
を
「
な
ら
な
い
」
に
改
め
、
同
表
第
二
十
条
第
五
項
の
項
中
「
第
三
項
」
を
「
前
二
項
」



に
改
め
、
同
表
第
三
十
一
条
第
三
項
の
項
中
欄
中
「
道
路
管
理
者
、
」
を
「
道
路
管
理
者
又
は
」
に
、
「
、
「
関
係
都
道
府

県
知
事
は
、
」
と
あ
る
の
は
「
」
を
「
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
」
に
、
「
」
と
、
「
当
該
都
道
府
県
の
議
会
の

議
決
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
あ
る
の
は
「
」
を
「
意
見
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
」
に
改
め
、
「
。
」
と

読
み
替
え
る
」
を
削
り
、
同
項
下
欄
中
「
会
社
、
」
を
「
会
社
又
は
」
に
、
「
地
方
道
路
公
社
、
」
を
「
地
方
道
路
公
社
又

は
」
に
、
「
読
み
替
え
る
」
を
「
な
ら
な
い
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
の
表
第
十
八
条
第
二
項
、
第
二
十
条
第
五
項
、
第
二

十
一
条
、
第
二
十
二
条
第
一
項
、
第
二
十
二
条
の
二
、
第
二
十
三
条
第
一
項
、
第
二
十
四
条
、
第
二
十
四
条
の
二
第
三
項
、

第
二
十
四
条
の
三
、
第
二
十
八
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
三
十
二
条
、
第
三
十
三
条
第
一
項
、
第
二
項
第
三
号
、
第
三
項

及
び
第
四
項
、
第
三
十
四
条
か
ら
第
三
十
九
条
ま
で
、
第
三
十
九
条
の
二
第
一
項
及
び
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
、
第
三
十

九
条
の
三
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
三
十
九
条
の
四
、
第
三
十
九
条
の
五
、
第
三
十
九
条
の
六
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、

第
三
十
九
条
の
七
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
三
十
九
条
の
九
、
第
四
十
条
第
二
項
、
第
四
十
一
条
、
第
四
十
二
条
第
一
項
、

第
四
十
三
条
の
二
、
第
四
十
四
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
か
ら
第
七
項
ま
で
、
第
四
十
四
条
の
二
第
一
項
か
ら
第
五

項
ま
で
及
び
第
八
項
、
第
四
十
五
条
第
一
項
、
第
四
十
五
条
の
二
第
二
項
、
第
四
十
六
条
、
第
四
十
七
条
第
三
項
、
第
四
十

七
条
の
二
第
一
項
及
び
第
五
項
、
第
四
十
七
条
の
四
、
第
四
十
七
条
の
五
、
第
四
十
七
条
の
七
第
二
項
、
第
四
十
七
条
の
八



、
第
四
十
七
条
の
十
一
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
四
十
八
条
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
四
十
八
条
の
二
、
第
四
十
八
条
の
三

、
第
四
十
八
条
の
五
第
三
項
、
第
四
十
八
条
の
七
、
第
四
十
八
条
の
八
第
二
項
、
第
四
十
八
条
の
九
、
第
四
十
八
条
の
十
、

第
四
十
八
条
の
十
一
第
二
項
、
第
四
十
八
条
の
十
二
、
第
四
十
八
条
の
二
十
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
五
項
、
第
四
十
八
条

の
二
十
三
第
一
項
、
第
五
項
及
び
第
六
項
、
第
四
十
八
条
の
二
十
四
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
四
十
八
条
の
二
十
五
、
第
四

十
八
条
の
二
十
六
、
第
四
十
八
条
の
二
十
七
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
四
十
八
条
の
二
十
八
第
二
項
、
第
四
十
八
条
の
二
十

九
、
第
四
十
八
条
の
三
十
、
第
四
十
八
条
の
三
十
二
か
ら
第
四
十
八
条
の
三
十
四
ま
で
、
第
四
十
八
条
の
三
十
五
第
一
項
、

第
四
十
八
条
の
三
十
六
、
第
四
十
八
条
の
三
十
七
第
一
項
、
第
四
十
八
条
の
三
十
八
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
四
十
八

条
の
四
十
第
一
項
、
第
四
十
八
条
の
四
十
一
、
第
四
十
八
条
の
四
十
六
か
ら
第
四
十
八
条
の
五
十
ま
で
、
第
五
十
七
条
、
第

五
十
八
条
第
一
項
、
第
五
十
九
条
第
三
項
、
第
六
十
条
か
ら
第
六
十
二
条
ま
で
、
第
六
十
六
条
第
一
項
、
第
六
十
七
条
の
二

、
第
六
十
八
条
、
第
六
十
九
条
第
一
項
、
第
七
十
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
七
十
一
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま

で
及
び
第
五
項
、
第
七
十
二
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
七
十
二
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
七
十
三
条
第
一
項
か
ら

第
三
項
ま
で
、
第
七
十
五
条
第
四
項
及
び
第
五
項
、
第
七
十
六
条
、
第
八
十
六
条
第
二
項
、
第
八
十
七
条
第
一
項
、
第
九
十

条
第
二
項
、
第
九
十
一
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
九
十
二
条
第
四
項
、
第
九
十
五
条
の
二
、
第
九
十
六
条
第
三
項
か
ら
第



五
項
ま
で
、
第
百
三
条
第
二
号
、
第
五
号
及
び
第
六
号
、
第
百
四
条
第
一
号
、
第
三
号
及
び
第
四
号
、
第
百
五
条
、
第
百
六

条
第
一
号
の
項
中
「
第
二
十
八
条
第
一
項
及
び
第
三
項
」
の
下
に
「
、
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
項
」
を
加
え
、

同
表
第
十
九
条
の
二
第
一
項
、
第
二
十
条
第
一
項
、
第
三
項
、
第
四
項
及
び
第
六
項
、
第
三
十
一
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま

で
、
第
四
十
九
条
、
第
五
十
五
条
第
三
項
、
第
七
十
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
九
十
三
条
の
項
中
「
ま
で
」
の
下
に
「

、
第
三
十
一
条
の
二
第
一
項
」
を
加
え
、
同
表
第
二
十
条
第
五
項
の
項
中
「
第
三
項
」
を
「
前
二
項
」
に
改
め
、
同
表
第
三

十
一
条
第
三
項
の
項
中
「
国
道
に
あ
つ
て
は
」
の
下
に
「
当
該
」
を
加
え
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
三
十
一
条
の
二
第
一
項

指
定
区
間
外
の
国
道
、
都
道
府
県

道
路
整
備
特
別
措
置
法
第
十
八

道
又
は
市
町
村
道

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

に
係
る
道
路

（
高
速
自
動
車
国
道
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

高
速
自
動
車
国
道
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
二
百
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
の
表
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
項
中
「
道
路
」
の
下
に
「
（
以
下
」
を
、
「
以
上
の
」
の
下
に
「
道
路
管
理

者
は
、
踏
切
道
密
接
関
連
道
路
（
踏
切
道
改
良
促
進
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す



る
踏
切
道
密
接
関
連
道
路
を
い
う
。
）
そ
の
他
の
」
を
、
「
国
土
交
通
大
臣
及
び
」
の
下
に
「
道
路
管
理
者
は
、
」
を
加
え

る
。

（
道
路
整
備
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

道
路
整
備
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
十
七
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
三
項
第
三
号
ロ
中
「
次
条
第
二
項
第
三
号
ロ
」
を
「
次
条
第
二
項
第
三
号
ハ
」
に
改
め
、
同
号
ロ
を
同
号
ハ
と

し
、
同
号
イ
中
「
次
条
第
二
項
第
三
号
イ
」
を
「
次
条
第
二
項
第
三
号
ロ
」
に
改
め
、
同
号
イ
を
同
号
ロ
と
し
、
同
号
に
イ

と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

イ

踏
切
道
改
良
促
進
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
一
条
第
一
項
（
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
条
第
二
項
第
三
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
踏

切
道
の
改
良
の
た
め
に
必
要
な
道
路
の
高
架
移
設
（
鉄
道
（
新
設
軌
道
を
含
む
。
）
と
交
差
し
て
い
る
道
路
を
高
架

式
構
造
と
す
る
こ
と
に
よ
り
当
該
交
差
の
方
式
を
立
体
交
差
と
す
る
こ
と
を
い
う
。
同
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
、

車
道
又
は
歩
道
の
拡
幅
そ
の
他
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
改
築



第
二
条
第
二
項
第
三
号
中
ロ
を
ハ
と
し
、
イ
を
ロ
と
し
、
同
号
に
イ
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

イ

踏
切
道
改
良
促
進
法
第
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
踏
切
道
の
改
良
の
た
め
に
必
要
な
道
路
の
高

架
移
設
、
車
道
又
は
歩
道
の
拡
幅
そ
の
他
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
改
築

（
日
本
道
路
公
団
等
の
民
営
化
に
伴
う
経
過
措
置
及
び
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条

日
本
道
路
公
団
等
の
民
営
化
に
伴
う
経
過
措
置
及
び
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
二

百
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
項
の
表
第
五
条
か
ら
第
七
条
ま
で
、
第
九
条
第
一
項
（
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）

及
び
第
九
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
、
第
四
十
二
条
第
四
項
、
第
四
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
四
十
五
条
第
三
項
及
び

第
六
項
、
第
五
十
一
条
第
四
項
の
項
中
「
第
九
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
」
を
「
第
十
項
か
ら
第
十
二
項
ま
で
」
に
改
め
、
同

表
第
九
条
第
一
項
第
十
号
及
び
第
九
項
の
項
中
「
第
九
項
」
を
「
第
十
項
」
に
改
め
、
同
表
第
九
条
第
十
一
項
の
項
中
「
第

九
条
第
十
一
項
」
を
「
第
九
条
第
十
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
の
表
第
二
十
条
第
三
項
の
項
中
「
本
条
」
を
「
こ
の
条

」
に
改
め
、
同
表
第
二
十
条
第
四
項
及
び
第
五
項
、
第
三
十
一
条
第
三
項
の
項
を
削
り
、
同
表
第
二
十
条
第
四
項
の
項
読
み

替
え
ら
れ
る
字
句
の
欄
中
「
、
「
関
係
都
道
府
県
知
事
は
、
」
と
あ
る
の
は
「
」
を
「
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、



」
に
、
「
」
と
、
「
当
該
都
道
府
県
の
議
会
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
あ
る
の
は
「
」
を
「
意
見
を
提
出
し

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
」
に
改
め
、
「
。
」
と
読
み
替
え
る
」
を
削
り
、
同
項
読
み
替
え
る
字
句
の
欄
中
「
読
み
替
え
る
」

を
「
な
ら
な
い
」
に
改
め
、
同
表
第
二
十
条
第
五
項
の
項
中
「
第
三
項
」
を
「
前
二
項
」
に
改
め
、
同
表
第
三
十
一
条
第
三

項
の
項
読
み
替
え
ら
れ
る
字
句
の
欄
中
「
道
路
管
理
者
、
」
を
「
道
路
管
理
者
又
は
」
に
、
「
、
「
関
係
都
道
府
県
知
事
は

、
」
と
あ
る
の
は
「
」
を
「
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
」
に
、
「
」
と
、
「
当
該
都
道
府
県
の
議
会
の
議
決
を
経

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
あ
る
の
は
「
」
を
「
意
見
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
」
に
改
め
、
「
。
」
と
読
み
替
え

る
」
を
削
り
、
同
項
読
み
替
え
る
字
句
の
欄
中
「
管
理
有
料
高
速
道
路
承
継
会
社
、
」
を
「
管
理
有
料
高
速
道
路
承
継
会
社

又
は
」
に
、
「
読
み
替
え
る
」
を
「
な
ら
な
い
」
に
改
め
る
。

（
国
土
交
通
省
組
織
令
の
一
部
改
正
）

第
七
条

国
土
交
通
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
八
条
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

踏
切
道
改
良
促
進
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
条
第
一
項
及
び
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
踏
切
道
の
指
定
に
関
す
る
こ
と
並
び
に
同
法
に
規
定
す
る
地
方
踏
切
道
改
良
計
画
及
び
国
踏
切
道
改
良
計
画
並
び
に



地
方
踏
切
道
災
害
時
管
理
方
法
及
び
国
踏
切
道
災
害
時
管
理
方
法
に
関
す
る
こ
と
（
保
安
設
備
の
整
備
に
関
す
る
こ
と

を
除
く
。
）
。

附
則
第
十
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
七
条

削
除

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
道
路
法
施
行
令
第
三
十
四
条
の
二
の
三
第
一
項
第
三
号
の
規
定
並
び
に
第
五
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
後
の
道
路
整
備
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
一
条
第
三
項
第
三
号
及
び
第

二
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
は
、
令
和
三
年
度
以
降
の
年
度
の
予
算
に
係
る
国
の
負
担
又
は
補
助
（
令
和
二
年
度
以
前
の
年

度
の
国
庫
債
務
負
担
行
為
に
基
づ
き
令
和
三
年
度
以
降
の
年
度
に
支
出
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
国
の
負
担
又
は
補
助
を
除
く

。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
令
和
二
年
度
以
前
の
年
度
の
予
算
に
係
る
国
の
負
担
又
は
補
助
で
令
和
三
年
度
以
降
の
年
度
に
繰



り
越
さ
れ
た
も
の
及
び
令
和
二
年
度
以
前
の
年
度
の
国
庫
債
務
負
担
行
為
に
基
づ
き
令
和
三
年
度
以
降
の
年
度
に
支
出
す
べ

き
も
の
と
さ
れ
た
国
の
負
担
又
は
補
助
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。



理

由

踏
切
道
改
良
促
進
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
特
定
道
路
改
良
に
係
る
踏
切
道
密
接
関
連
道
路
の
道
路

管
理
者
の
権
限
の
代
行
に
関
す
る
規
定
を
整
備
す
る
等
踏
切
道
改
良
促
進
法
施
行
令
そ
の
他
の
関
係
政
令
の
規
定
の
整
備
等
を

行
う
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


